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      ＪＲ東労組 業務部 

 

●組合  ■会社 

４．ジョブ型運用社員に実施される評価昇給および成績率（増額）は、一般社員・医療社員には導

入しないこと。 

●ジョブ型運用社員は、より能力が重視される評価制度となっていて、一般社員・医療社員に導入するべき

ではない！ 

■ジョブ型運用社員については、目的・主旨に基づき会社が指定するものである 

■ジョブ型運用適用者だけが対象であり、一般社員・医療社員には適用しない 

●ジョブ型運用社員に導入する「評価昇給」「成績率（増額）」を一般社員・医療社員に導入しないことを確認！ 

３．能力昇給による格差をなくし、同一職制において同一昇給額を基本とすること。 

●昇給に更なる格差を導入することに反対だ！評価を気にするあまり、職場に競争が持ち込まれ、チームワ

ークがなくなり、安全が崩壊する！ 

■社員の能力伸長をきめ細やかにしていく 

■勤務成績を考慮して実施していく 

■決して昇給額が０円になるものではない 

■評価基準を明らかにすると、それしか行わなくなるとのデメリットがある 

■現行制度でも特別加給があり、それと変わらない 

■双方向コミュニケーションで課題設定の達成状況や能力の伸長を見ていく 

■競争を促すものではなく、チームワークの重要性は変わらない。 

■職場に競争が持ち込まれ、チームワークを乱し、安全を阻害するものではない 

■提案の内容で妥当である 

●ＪＲ東労組は能力昇給導入に明確に反対である！ 

●区分１から区分６を導入し、更なる格差拡大は認められない！ 

【職場からの声】 

・昇給額に格差をつける必要はない    ・同じ職制で昇給額が異なるのはおかしい 

・本来業務が評価されない仕組みだと各系統に精通した社員はいなくなり、安全が阻害される 

・成果主義的であり、鉄道のチームワークにそぐわない    ・モチベーション低下・離職増加につながる 

・過度の競争が持ち込まれる   ・社員同士が監視し合う職場になる 

・職場の雰囲気が悪くなる     ・企画業務をやるにしても現場ではパソコンが足りない 

・評価基準が曖昧であり不安しかない   ・基準が曖昧で、何が本当に信じられる内容なのか分からない 

・管理者の恣意的な評価がされるのではないか        ・本当に公平公正に評価されるのか不安だ 

・各個人が掲げる目標や課題が違う中で何をもって評価するのか 

・現行の昇給額よりも低い昇給額であり納得できない 


